
◎民事飼停委員及び家事闘停婁員に対する最高観判所長官袈彰について
昭和60年ﾕ2月28日
人腿且第8号

高等長官あて事務侭長依命通達
標肥の褒彰について‘下肥のとおり定めましたから，これによって表彰候補者の推臼等を行ってください。

毘
1麦彰の目的

衷彰は．民事鯛停震員又は家項闘停婆員として長年職務に輔励し，闘停制度のために特に顕著な功績があった者の労をねぎらうととも
に，闘停制度の発展に資することを目的とする。
2饗彰の対象者

褒彰は，民事闘停婁負又は家事飼停婁員である者及び民事飼停愛負又は家享圃停婁貝であった者で衷彰の前年の7月ﾕ日以降に退任したも
ののうち，次に咳当するものに対して行う。

（1）民事闘停霊貝又は家寝飼停婁貝としての実歴年数《民事飼停法及び家裏唇判法の－鄙を改正する法律(昭和49年法律篭55号)随行前の
闘停婆貝又は沖■復帰前の覇球政府における蕊判所の闘停髪貝であったときの実歴年数を含む。 ）がﾕ5年以上であり，その間の取扱件数
が200件以上である者。ただし，闘停別度に対する功績が特に頭著である者については．この限りではない。
なお．実歴年欧及び取扱件数は，いずれも毎年6月30日現在で叶算する。
（2）人格匿見共に高く，騒務に輔励して他の槙範とされる者
3妻彰の方法

覆彰は，最高観判所において，量高観判所長官の衷彰状を授与し，副賞を閣呈して行う。
4褒彰の日

覆彰の日は，毎年ﾕo月1日とする。
5被表彰人貝

被衷彰人員は，毎年，最高観判所が定める。
6被褒彰者の決定

（1）被褒彰者の決定は．高等鯉判所長官の推薗に基づいて最高観判所長官が行う。
（弘鼻等篭劉所塁貫墜2.画内の璽判筋に童吐鞠の褒彰の対象者に咳当する箸のうちから,毎年･最高観判所が定める人数の覆彰候捕者を
選考し、 7月ﾕ5日座でに最高霞利所に椎蘭する．
（3）推■に当たっては．次に掲げる■類を提出する。
ア最高観判所長官褒彰候補者名簿(別経鎚武勉》 8部
イ鯛停婁員人事カード写し1部
ウ功蹟関谷(別紐鰹式電2） 1鄙
エ椎■理由香1部

錐国璽雲理, 2の覆彰の対象者に餓当する他の者との均箇‘､叙勲又は藍綬褒章との関係等候補者の鯉■に当たって考慮した事項を具
体的に記蔵する。

7死亡者の覆彰

被表彰者に決定された者が褒彰の前日までに死亡した堀合には， 4の定めにかかわらず，生前の日付で表彰を行うことができる。
8その他

(u_竃蔓國到晒鼻創も量り焚墜した鐘憂彰者に郡淀,圏婁実砲窒での間に所属観判所･氏名等の身分関係に変更が生じた堀合及び妻彰
に影害すると鹿められる凄故が生じた場合には．速やかに最高観判所に親告する。
（2）覆彰式の日時，堀所等は，毎年．最癌翻判所が通知する。
付記

ュこの通達は．昭和61年1月1日から実施する。

2昭和58年8月22日付け最高餌人罷八第4号専務総長依命通遠「民衷闘停婁貝及び寂事飼停愛■に対する量高餓判所長官覆彰について」は’
昭利60年12月31日限り，鹿止する。
付肥(昭和63年3月8日人館A露5号）
この通達は，昭和63年4月ﾕ日から実臆する。
付肥(平嘘6年12月27日人飽A第41号）
この通達は，平鹿7年1月1日から実施する。

I別鰹鍾式露'1

最高蕊判所長官表彰候補者名簿(飼停鐘員）

【庁名’寓露鯉判所

(最人箆）

(胞駆要領）

1 「推■頭位」 当該候補者の椎■順位を分子として，推■人員を分母として肥唾する。
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皇_[圃屠麗劃馳圃優震旦永竪迦=ドの僅管庁を上に凪圃し〈所属観判所が簡易観判所のみの者については.簡易観判所を田圃
部又は出譲所の指定を受けている者については，その支甑又は出彊所も腿団する。退任した者については，元を左上に肥皿する。

簡易観判所を田圃する。 ）･支

3 「氏名」戸鰯に肥戯されたとおりの氏名を妃観する。

4 『年齢」椎■の年の1o月1日現在で肥皿する。

5 『閏停協会における役唾歴」役麿歴が多い者については，主要な役磁歴のみを肥戯する。

6 「退任又は退任予定年月日」退任予定の者については．推■の翌年の9月30日までに退任の予定の者のみを肥団する。

7 「既に受けた衰彰」飼停関係の襄彰を受けている者について，その受賞年度及び種類を鹿鰹する。

8 『既に受けた褒章等」褒章，勲章等を受けている者について，その受章年度，種類及び事由を記団する。

9 『備考」闘停閏係以外の表彰を受けた場合その他特に留意すべき事項がある増合には．その内容を肥皿する。

ﾕo用紙は，日本工紫規格A列4醤のものを使用する。

(別鰹糧式箪垂1 夕

功飼闘■

(最人能）

(麗駆要領）

L.j腿璽劉駒_哩停塗員4函ｶｰド保管庁を上に肥鰹し(所属観判所が簡易
又は出彊所の詣定を受けている者については，その支部又は出彊所も肥圃する。

2 「氏名」戸霜に肥観されたとおりの氏名を肥団する。年齢は，椎■の年の1

も,細溌認呂塞豐鬮琴偶全潔二騨冨庁雪圭堅囑堅!z!騨璽遡遡図易亀到圃のみ⑳者については,簡易観判所を鹿厩するo ),支部
又は出彊所の指定を受けている者については，その支部又は出彊所も配童する。退任した者については．元を左上に配皿する。
2 「氏名」戸霜に肥観されたとおりの氏名を肥団する。年齢は，椎■の年のﾕo月ﾕ日現在で妃団する。

農曉職鴎鯉鑿鱒』重態鰹轤塑Q勢‘且挫旦塑型曽1割凱型を.退醗)擁の繊年月数及び取扱件致を“す
る。この場合における次に掲げる在腫期間及び取壷件威iさ，民事雨停婁員又は家ら函停霊貝としての在職年月散及び取扱件致に合耳して計上する。

黙.撫騒謀J曇鷲型型金践債務を含む｡ ),宅地建物(借地借家を含む｡ ),■事(小作を含む｡ ),商事及び鉱害の闘停を担当し
ていた期間並びにその面の取歳件數

(2)従前の家事閏停及び人事飼停を担当していた期間並びにその間の取扱件数

4 「飼停別度に対する功繍」著名事件を解決したこと，鯛停婆負の閏係団体の役瑳に就いたことその他特に功繊と囲められる事項を簡潔か
つ具体的に妃奴する。

5 「その他の功蹟』例えば，地方自治，民間団体等に関与して喪彰を受けるなど特に功頗と鹿められる事項がある靭合には．その内容を簡
潔かつ具体的に飽厘する。
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